
 

 

 
 

 

 
専
門
家
と
市
民
団
体
の
共
同
相
談
会 

9
月
19
日
に
民
商
も
参
加
す
る
「
い
の
ち
と
く
ら
し
を
守
る
相

談
会
」
が
実
施
さ
れ
、
団
体
・
専
門
家
な
ど
19
名
が
相
談
に
対
応
し

ま
し
た
。
相
談
者
は
11
名
で
し
た
。
今
回
は
3
回
目
で
徐
々
に
相

談
者
が
増
え
て
い
ま
す
。
相
談
の
内
容
は
、
生
活
保
護
、
近
隣
ト
ラ

ブ
ル
か
ら
家
庭
内
の
問
題
、
交
通
事
故
の
補
償
問
題
、
住
宅
問
題
、

相
続
問
題
、
Ｄ
Ｖ
、
労
働
相
談
な
ど
多
種
多
様
な
相
談
が
寄
せ
ら
れ

ま
し
た
。
相
談
に
は
弁
護
士
、
行
政
書
士
、
社
会
福
祉
士
、
医
療
機

関
や
介
護
保
険
事
業
所
の
職
員
な
ど
市
民
相
談
員
が
対
応
し
ま
し
た
。 

 

消
費
税
減
税
で
生
活
応
援
・景
気
回
復
を 

消
費
税
廃
止
吹
田
連
絡
会
の
定
例
宣
伝
行
動
を
9
月
24
日
（
金
）

に
イ
オ
ン
吹
田
店
前
で
行
な
い
、
民
商
、
新
婦
人
、
な
く
す
会
か
ら

11
名
が
参
加
し
ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
団
体
で
準
備
し
た
プ
ラ
ス
タ

ー
や
マ
イ
ク
で
ア
ピ
ー
ル
し
な
が
ら
ビ
ラ
配
布
を
行
い
ま
し
た
。
マ

イ
ク
で
は
ド
イ
ツ
で
日
本
の
消
費
税
に
あ
た
る
付
加
価
値
税
を
引
き

下
げ
た
結
果
、
コ
ロ
ナ
禍
で
も
Ｇ
Ｄ
Ｐ
が
引
き
あ
が
っ
た
こ
と
を
紹

介
し
、
消
費
税
導
入
後
に
引
き
下
げ
て
き
た
法
人
税
率
や
株
式
優
遇

税
制
を
見
直
せ
ば
、
消
費
税
を
5%

に
引
き
下
げ
る
こ
と
が
十
分
で

き
る
こ
と
を
訴
え
、
今
度
の
総
選
挙
で
消
費
税
減
税
を
実
行
す
る
政

府
を
一
人
一
人
の
投
票
で
実
現
し
よ
う
と
呼
び
か
け
ま
し
た
。 

 

大
阪
府
に
よ
る
飲
食
店
等
へ
の
要
請 

 

大
阪
府
の
最
低
賃
金
992
円
に 

10
月
1
日
（
金
）
か
ら
大
阪
府
の
最
低
賃
金
が
時
間
額
992
円
に
な

り
ま
す
。
最
低
賃
金
制
度
は
、
働
く
す
べ
て
の
人
に
、
賃
金
の
最
低

額
（
最
低
賃
金
額
）
を
保
障
す
る
こ
と
に
よ
り
、
労
働
条
件
の
改
善

を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
す
。
年
齢
や
パ
ー
ト
・
学
生
ア

ル
バ
イ
ト
な
ど
の
働
き
方
の
違
い
に
か
か
わ
ら
ず
、
す
べ
て
の
労
働

者
に
適
用
さ
れ
ま
す
。
使
用
者
は
、
そ
の
最
低
賃
金
額
以
上
の
賃
金

を
労
働
者
に
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
最
低
賃
金
に
は
、「
大

阪
府
最
低
賃
金
」
と
特
定
の
産
業
の
労
働
者
を
対
象
と
す
る
「
特
定

最
低
賃
金
」
と
が
あ
り
ま
す
。 

詳
し
く
は
、
大
阪
労
働
局
労
働
基
準
部
賃
金
課

（
電
話
06-

６
９
４
９-

６
５
０
２
）
ま
た
は
最
寄

り
の
労
働
基
準
監
督
署
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
大
阪
労
働
局
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載

し
て
お
り
ま
す
の
で
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

http://jsite.mhlw.go.jp/osaka
-roudoukyoku/jirei_touk

ei/
saitei_chingin/sait

ei.html
 

 

 

伝
言
板 

府
営
住
宅
の
申
し
込
み 

締
切 

10
月
15
日
（
木
）
消
印
有
効 

民
商
事
務
所
に
申
込
書
あ
り
ま
す
。 

 

パ
ソ
コ
ン
記
帳
連
続
講
習
会 

10
月
19
日
（
火
）・
26
日
（
火
）・
11
月
2
日
（
火
） 

す
べ
て
14
時
00
分 

パ
ソ
コ
ン
で
使
用
す
る
複
式
簿
記
の
講
習
会
で
す
。
ノ
ー
ト
パ
ソ
コ

ン
は
ご
持
参
く
だ
さ
い
。
市
販
の
会
計
ソ
フ
ト
を
使
用
し
ま
す
。 

参
加
希
望
の
方
は
事
前
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 

 

無
料
法
律
相
談
（
要
予
約
） 

10
月
21
日
（
木
）
13
時
00
分 

民
商
会
館 

北
大
阪
総
合
法
律
事
務
所
の
無
料
出
張
相
談
会
で
す
。 

最低賃金との比較方法 
賃金の支払われ方が、 

(1) 時間給制の場合 

時間給≧ 最低賃金額 

(2) 日給制の場合 

日給÷ 1日の所定労働時間≧ 最低賃金額 

(3) 月給制の場合 

月給額÷ 年平均１か月所定労働時間≧ 最低賃金額 

(4) 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金

の場合 

出来高払制その他の請負制によって計算された賃金

の総額÷当該賃金計算期間に出来高払制その他の請

負制によって労働した総労働時間数≧最低賃金額 

 

月給制の場合の換算例 

※時間額992円(令和 3 年 10 月 1 日発効)と比較 

【例】年間所定労働日数 252 日、所定労働時間毎日 8 時

間、月給 161,800 円の方の場合 

(3)の計算式にあてはめると、年平均１か月所定時間数は 

・8 時間× 252 日÷ 12 か月＝168 時間ですから 

・月給 166,600 円÷ 168 時間＝991.6 円＜992 円 

したがって、この場合は大阪府最低賃金額を下回り、最低

賃金法に違反することになります。 


